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1 高齢者虐待とは 

 

１．１高齢者虐待防止法 

 

｢高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律｣（平成１７年法律 

第１２４号。以下｢高齢者虐待防止法｣という。)は、平成１８年４月から施行されました。 

この法律では、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とと 

もに高齢者虐待の早期発見・早期対応の施策を、国及び地方公共団体の公的責務のもとで 

促進することとしています。 

また、国民全般に高齢者虐待に係る通報義務等を課し、福祉・医療関係者に高齢者虐待 

の早期発見等への協力を求めるとともに、市町村における相談・通報体制の整備、事実 

確認や高齢者の保護に係る権限の付与、養護者への支援措置、養介護施設の業務または 

養介護事業の適正な運営を確保するための関係法令に基づく市町村（特別区を含む。以下 

同じ。）、都道府県の適切な権限行使等について定めるものです。 

 

１．２「高齢者虐待」の捉え方 

 

１）高齢者虐待防止法による定義 

 

ア. 高齢者とは 

高齢者虐待防止法では、｢高齢者｣とは、６５歳以上の者と定義しています。 

（同法第２条第１項） 

ただし、６５歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、 

または養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、「高齢者」と 

みなして、養介護施設従事者等による虐待に関する規定が適用されます。 

（同法第２条第６項） 
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①６５歳未満の者への虐待 

上記以外の６５歳未満の者に虐待が生じている場合も支援が必要です。 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく地域支援事業については、市町村が、 

介護保険法第９条第１項に定める「第一号被保険者」、同条第２項に定める「第二号 

被保険者」の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減若しくは悪化防止 

及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うことを 

目的として行う事業であり、地域支援事業（包括的支援事業）の権利擁護業務において、 

成年後見制度の活用の促進や老人福祉施設等への措置の支援を行うことが地域支援事業 

実施要綱に明記されています。 

また、サービス付き高齢者向け住宅には、原則６０歳以上の高齢者が入居しています。 

高齢者虐待防止法第９条第２項において、市町村または市町村長は、養護者による高齢 

者虐待により生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者 

を一時的に保護するために、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）の第１０条の４ 

及び第１１号の規定による福祉の措置を講じることができ、老人福祉法第５条の４におい 

て、６５歳以上の者（６５歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む）を 

対象としています。 

  ただし、１８歳以上６５歳未満の在宅の障害者に対する養護者による虐待については、 

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成２３年法律 

 第７９号。以下「障害者虐待防止法」という。）での対応が基本であることに留意する 

 ことが必要です（「「障害者虐待防止法に関する Q&A について」の一部改正について」 

 令和３年１２月２４日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援 

 推進室事務連絡）。 

 

②６５歳以上の障害者への虐待 

６５歳以上の障害者については、「高齢者虐待防止法」と「障害者虐待防止法」の 

いずれの支援対象にもなると考えられます。この法律の間に優先劣後の関係はないため、

障害者支援担当と連携のうえ、被虐待者の状況に応じて各法律の規定により対応する 

ことになります（被虐待者の状況等に鑑み、障害者支援施設への保護が適当な場合は、 

障害者虐待防止法を適用する等）。 
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イ. 養護者による高齢者虐待 

養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と 

されており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話を 

している者（高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等）が該当すると考えられます 

が、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する 

場合があります。 

なお、下記のとおり、経済的虐待については、高齢者の親族であれば、養護者に該当 

しない者も、虐待の主体となりますので留意してください。 

「養護者による高齢者虐待」とは、養護者が高齢者に対して行う次の行為とされています

（高齢者虐待防止法第２条第４項）。 

 

【養護者による高齢者虐待の行為】 

 

Ⅰ 身体的虐待：高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を 

加えること。 

Ⅱ 介護・世話の放棄・放任：高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間 

        の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著 

        しく怠ること。 

Ⅲ 心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の 

高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

Ⅳ 性的虐待 ：高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつ 

        な行為をさせること。 

Ⅴ 経済的虐待：養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分する 

ことその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 
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ウ. 養介護施設従事者等による高齢者虐待 

養介護施設従事者等による高齢者虐待とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する 

「養介護施設」または「養介護事業」（以下「養介護施設等」という。）の業務に従事 

する者が行う次の行為とされています（高齢者虐待防止法第２条第５項）。 

また、養介護施設等における養介護施設従事者等による高齢者虐待については、高齢 

者虐待防止法第２４条の規定により、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切 

に行使するものとされています。 

 

【養介護施設従事者等による高齢者虐待の行為】 

 

Ⅰ 身体的虐待：高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加え 

ること。 

Ⅱ 介護・世話の放棄・放任：高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の 

放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 

Ⅲ 心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢 

者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

Ⅳ 性的虐待 ：高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな 

行為をさせること。 

Ⅴ 経済的虐待：高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に 

財産上の利益を得ること。 

 

 

特に介護保険法においては、指定居宅サービス事業者や指定介護老人福祉施設の開設者 

等に、要介護者や要支援者の人格尊重義務が課されており、その違反行為は「人格尊重義務 

違反」として、指定の取消等の行政処分の対象となります。高齢者虐待はまさに人格を尊重 

する義務に違反する行為であることから、虐待に関する事実確認については、同法の権限を 

適切に行使することが必要です（「Ⅲ養介護施設従事者等による虐待への対応」を参照）。 

 

なお、「養介護施設等」に該当する施設・事業は以下のとおりです。 
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高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲 

（※）業務に従事する者とは、直接介護サービスを提供しない者（施設長、事務職員等）や介護職以外で 

直接高齢者に関わる他の職員も含む。（高齢者虐待防止法第２条第５項） 

 

①上記に該当しない施設等における高齢者虐待への対応 

「養介護施設従事者等による高齢者虐待」の対象となる高齢者虐待防止法に規定する 

施設・事業は上記のとおり限定列挙となっています。このため、上記に該当しない施設 

等（有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅等）については、養介護 

施設従事者等による虐待の規定は適用されません。 

しかし、提供しているサービス等に鑑み、「高齢者を現に養護する者」による虐待と 

考えられる場合は、「養護者による高齢者虐待」として対応していくことが必要です。 

 

②医療機関における高齢者への虐待について 

医療機関における高齢者への虐待については、高齢者虐待防止法の対象外となって 

います。仮に医療機関において医療従事者等による高齢者虐待があった場合には、高齢 

者虐待防止法ではなく、医療法（昭和２３年法律第２０５号）の規定に基づき、医療機 

関の開設者、管理者が適正な管理を行っているか等について都道府県等が検査等を行い、 

不適正な場合には指導等を通じて改善を図ることになります。 

  ついては、都道府県等に相談等があった場合には、相談等の内容を具体的に把握し、 

 必要な関係機関に適切につないでいく等の対応が必要です。 

 
養介護施設 養介護事業 

養介護施設 

従事者等 

老人福祉法に

よる規程 

・老人福祉施設 

・有料老人ホーム 
・老人居宅生活支援事業 

 

 

「養介護施設」 

または 

「養介護事業」の 

（※）業務に従事 

する者 

介護保険法に

よる規程 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・地域密着型介護老人福祉施設 

・地域包括支援センター 

・居宅サービス事業 

・地域密着型サービス事業 

・居宅介護支援事業 

・介護予防サービス事業 

・地域密着型介護予防 

サービス事業 

・介護予防支援事業 
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  また、精神科病院に入院している高齢者に関しては、令和４年の精神保健及び精神 

 障害者福祉法に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）改正により、令和６年４月 

 から新たに精神科病院における業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障害者 

 を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報すること等が義務となりました。 

 

２）「高齢者虐待」の捉え方と対応が必要な範囲について 

 

ア. 法に基づく対応 

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を前述のように定義していますが、これらは、 

広い意味での高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害 

される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること｣と捉えた上で、 

高齢者虐待防止法の対象を規定したものということができます。 

また、地域支援事業（包括的支援事業）の一つとして、市町村に対し権利擁護業務の 

実施が義務付けられています（介護保険法第１１５条の４５）。 

こうしたことから、市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別 

しがたい事案であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損な 

われるような事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱い 

に準じて、必要な援助を行っていく必要があります。関係者は、気になる事案を発見した 

場合には、市町村や地域包括支援センターに速やかに相談・通報を行います。 

 

イ. 高齢者虐待防止法の取扱いに準じた対応 

高齢者虐待防止法の取扱いに準じた対応とは、市町村や地域包括支援センターが、主に 

在宅における高齢者への権利侵害のうち、高齢者虐待防止法の対象外となる虐待等に対し、 

介護保険法に基づいた地域支援事業における権利擁護業務等や、老人福祉法に基づく権限 

行使を行うなど、可能な限り、高齢者虐待防止法に基づいた対応と同様の対応を行うこと 

を言います。 

なお、高齢者虐待防止法の取扱いに準じた対応においては、高齢者虐待防止法における 

第１１条の立入調査と第１３条の面会制限の権利行使はできないことに留意が必要です。 
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実際の対応としては、ケース会議を開催して高齢者虐待防止法の取扱いに準じた対応の 

必要性を関係部署・機関等で共有を図り、事実確認と安全確認、アセスメントに基づく 

支援方針の立案と役割分担の明確化、必要に応じて老人福祉法第１０条の４及び第１１条 

による措置（以下、「やむを得ない事由による措置」という。）や市町村長による成年 

後見制度利用開始の審判請求（以下「市町村長申立て」という。）などの権限行使等の 

対応や、助言・指導（介護サービス利用・変更を含む）等を具体的事案に応じて行います。 

  

なお、これらの支援では、複数の部署や機関等による連携対応が必要になることもある 

ため、高齢者虐待対応の枠組みだけでなく、事案に応じて介護保険法の地域支援事業に 

おける権利擁護事業や、重層的支援体制整備事業等（※）実施自治体においては、社会 

福祉法第１０６の４第２項第１号に基づく包括的相談支援や同項第４号に基づくアウト 

リーチ等を通じた継続的支援の枠組みを活用して支援することが考えられます。 

 

 （※）市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した 

    支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくり 

    に向けた支援を一体的に実施するもの（任意事業）。令和２年の社会福祉法改正により創設、 

    令和３年度より施行。 

 

高齢者虐待防止法の取り扱いに準じた対応の具体例としては、次の例があげられます。 

 

① 養護、被養護の関係が明らかでない６５歳以上の高齢者への虐待について 

高齢者虐待防止法が対象としているのは、養護者（「現に養護する者」）による虐待 

のため、養護者に該当しない場合（養護、被養護の関係にない６５歳以上の夫婦間での 

暴力や、中高年の子どもの世話をしている親が子どもから受ける暴力等）は、高齢者 

虐待防止法の直接の対象とはなりません。 

 しかし、高齢者が何らかの権利侵害を受けている場合、介護保険法の地域支援事業に 

おける権利擁護事業や老人福祉法上の措置等により、高齢者虐待防止法の取扱いに準じ 

た対応をすることが求められます。また、事案に応じて、「配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護等に関する法律」（平成１３年法律第３１号。以下「ＤＶ防止法」と 

いう。）や刑法等により対応することになります。 
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 前述の DV 防止法では、年齢に制限はなく高齢者も対象とされており、高齢者虐待 

防止法との関係性において優先劣後の関係にないことから、事案に応じて被虐待者の 

権利救済のためにどちらの法律での対応が適切か協議することが大切です。 

 

 なお、虐待対応における、相談・通報の受理段階では、虐待者が「現に養護する者」 

であるかどうかの判断が難しいケースもあることから、まずは「養護者による高齢者 

虐待」事案として事実確認を行ったうえで、事案に応じて適切に、高齢者虐待防止法 

の取扱いに準じた対応や DV 防止法の所管課や関係機関につないでいく等の対応をする 

ことが必要です。 

 

② いわゆるセルフ・ネグレクトについて 

介護・医療サービスの利用を拒否するなどにより、社会から孤立し、生活行為や心身 

の健康維持ができなくなっている、いわゆる「セルフ・ネグレクト」状態にある高齢者 

は、他者からの虐待行為を受けているわけではないため、高齢者虐待防止法の対象外と 

なっています。 

しかし、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者は、認知症のほか、精神疾患・障害・ 

アルコール関連の問題を有すると思われる者も多く、それまでの生活歴や疾病・障害の 

理由から「支援してほしくない。」、「困っていない。」など、市や地域包括支援セン 

ター等の関与を拒否することもあるので、支援には困難を伴いますが、生命・身体に重 

大な危険が生じるおそれや、ひいては孤立死に至るリスクも抱えています。 

そこで相談を受けた市町村や地域包括支援センターは、地域支援事業における総合 

相談支援業務や権利擁護業務等の一環として、積極的な対応が求められます（重層的 

支援体制整備事業を実施している自治体においては、その一環として対応することも 

考えられます）。 

その際、単に関わりを拒否する者という理解にとどまらず、そこに至った背景、生活 

歴、パーソナリティや生きづらさへの理解に基づき対応します。また、必要に応じて、 

高齢者虐待防止法の取扱いに準じた対応として、やむを得ない事由による措置等による 

保護や成年後見制度の市町村長申立て等の権限行使等を検討します。 
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こうした対応を行えるよう、在宅高齢者等支援事業として取り組んでいる「すまいる 

ネットワーク事業」や介護保険法に基づく地域ケア会議も有効活用しつつ、セルフ・ 

ネグレクト状態にある高齢者に対応できる関係部署・機関の連携体制を構築することが 

重要です（「市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の「セルフ・ネグレクト」 

及び消費者被害への対応について」平成２７年７月１０日老推発０７１０第２号）。 

 

 また、令和３年４月１日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す 

る基準等の一部を改正する省令」（令和３年厚生労働省令第９号）が施行され、全ての 

介護サービス施設・事業所を対象に「高齢者虐待の発生又はその再発を防止するための 

措置」（虐待防止対策検討委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の定期的な実施、 

担当者の配置）（以下、「高齢者虐待防止措置」という。）が義務付けられ、養介護 

施設等の従業者がセルフ・ネグレクト等の虐待に準じる事案を発見しやすい立場にある 

ことから、これらを早期に発見できるよう、事業所に「必要な措置（虐待等に対する 

相談体制、市町村の通報窓口の周知等）」を図ることが望ましいことを通知しています 

（「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」平成１１ 

年９月１７日老企第２５号）。 

 

 よって、セルフ・ネグレクト状態にある高齢者が早期に適切な支援につながるよう、 

市町村、都道府県主催の各介護サービス事業所に対する研修等の内容に含める必要が 

あります。 

 

なお、セルフ・ネグレクトへの対応における個人情報の取り扱いについては、市町村 

等の行政機関は、法令（条例を含む。）の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要 

な場合に限り、特定した利用目的の範囲内で当該個人情報を保有する行政機関内で利用 

し、または第三者に提供することができます（個人情報保護法第６１条第１項）。 
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また、セルフ・ネグレクトへの対応のための利用が利用目的の範囲外となる場合で 

あっても、高齢者等の本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になる場合 

（個人情報保護法第６９条第２項第４号）等には、本人または第三者の権利利益を不当 

に侵害するおそれがない場合に限り、当該個人情報を利用した事実確認や情報収集、 

情報共有を行うことができます。 

 

  そして、医療機関等の個人情報取扱事業者においては、本人の同意に基づくことが 

 困難な場合であっても、本人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合（個人 

 情報保護法第２７条第１項第２号）や、市町村や地域包括支援センターが行う地域支援 

 事業における権利擁護事業、重層的支援体制整備事業における事務の遂行に協力する 

 必要がある場合であって本人の同意を得ることにより当該事業の遂行に支障を及ぼす 

恐れがあるとき（同項第４号）等には、情報提供を行うことができます。 
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【養護者による高齢者虐待類型（具体的な例）】 

Ⅰ 身体的虐待                                 

①暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為 

・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。やけど、打撲をさせる。 

・刃物や器物で外傷を与える。など 

②本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為 

・本人に向けて物を投げつけたり、壊したりする。 

・本人に向けて刃物を近づけたり、振り回したりする。（※１）など 

③本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、 

代替方法があるにもかかわらず高齢者を乱暴に取り扱う行為 

・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する。 

・移動するときに無理に引きずる。無理やり食事を口に入れる。など 

④本人の行動を制限したり、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 

・身体を拘束し、自分で動くことを制限する。 

ベッドに縛りつける。ベッドに柵をつける。 

つなぎ服・ボディスーツを着せて、自分で着脱できなくする。 

意図的に薬を過剰に服用させて動きを抑制する。 

・外から鍵をかけて閉じ込める。中から鍵をかけて長時間家の中に入れない。など 

 

Ⅱ 介護・世話の放棄・放任                           

①意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、

その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態

を悪化させていること。 

・入浴しておらず異臭がする。髪や爪が伸び放題だったり、皮膚や衣服、 

寝具が汚れている。 

・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって 

続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。 

・室内にごみを放置する。冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で 

生活させる。など 
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②専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護保 

険サービスなどを、周囲が納得できる理由がなく制限したり使わせない。放置する。 

・徘徊や病気の状態を放置する。 

・虐待対応従事者が、医療機関への受診や処方通りの服薬、専門的ケアが必要と 

説明しているにもかかわらず、無視する。 

・本人は入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設等から連れ帰る。など 

③同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する。 

・孫が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する。 

・孫が高齢者に無心して無理にお金を奪っているのを放置する。など 

 

Ⅲ 心理的虐待                                 

〇脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を

与えること。 

・老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、 

高齢者に恥をかかせる。（排せつの失敗、食べこぼしなど。） 

・怒鳴る。ののしる。悪口を言う。 

・侮辱を込めて、子どものように扱う。 

・本人の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行う。 

・排せつ交換や片づけをしやすいという目的で、本人の尊厳を無視してトイレに 

行けるのにオムツをあてたり、食事の全介助をする。 

・台所や洗濯機を使わせないなど、生活に必要な道具の使用を制限する。 

・家族や親族、友人等との団らんから排除する。など 

 

Ⅳ 性的虐待                                  

①本人への性的な行為の強要または性的羞恥心をもよおす、あらゆる形態の行為 

・排せつの失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。 

・排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、 

下着のままで放置する。 

・人前で排せつ行為をさせる。オムツを交換する。 
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・性器を写真に撮る。スケッチをする。 

・キス、性器への接触、セックスを強要する。 

・わいせつな映像や写真を見せる。 

・自慰行為を見せる。など 

 

Ⅴ 経済的虐待（※２）                             

①本人の合意なしに（※３）、又は判断能力の減退に乗じ、本人の金銭や財度を 

本人以外のために消費すること。あるいは、本人の生活に必要な金銭の使用や 

本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 

・日常生活に必要な金銭を渡さない。使わせない。 

・本人の自宅等を本人に無断で売却する。 

・年金や預貯金を本人以外の借金返済等のために無断で使用する。 

・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を滞納する。 

・世帯の生活が苦しいため、本人に必要な使用より、他の家族の使用を優先する。 

・施設入所しているのに本人の同意なく自宅の改造費に預金を使う。など 

 

（※１）「暴力とは人に向かって不法なる物理的勢力を発揮することで、その物理的力が人の身体に 

接触することは必要でない。例えば、人に向かって石を投げ又は棒を打ち下せば、仮に石や棒が 

相手方の身体に触れないでも暴行罪は成立する。」（東京高裁判決昭和２５年６月１０日） 

上記判例のとおり、身体的虐待における暴力的行為とは、刑法上の「暴行」と同様、高齢者の 

身体に接触しなくても、高齢者に向かって危険な行為や身体になんらかの影響を与える行為が 

あれば、身体的虐待と認定することができます。 

 

（※２）経済的虐待については、養護者に該当しない親族による場合であっても「養護者による虐待」 

として判断し対応します。 

 

（※３）本人の合意の有無については、認知症などで金銭管理状況や使途について理解の上で同意する 

能力がない場合や、養護者又は親族との関係性・従属性や従来の世帯の状況から、異議を言えず 

半ば強要されている場合等がありますので、慎重な判断が必要です。 

 

参考：社団法人 日本社会福祉士会、市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による 

   高齢者虐待対応の手引き、２０１１、P５-６.を基に作成 
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【養介護施設従事者等による高齢者虐待類型（具体的な例）】 

Ⅰ 身体的虐待                                 

①暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為（※１） 

・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。 

・ぶつかって転ばせる。 

・刃物や器物で外傷を与える。 

・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。 

・本人に向けて物を投げつけたりする。など 

②本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う 

行為 

・医学的判断や介護サービス計画等に位置づけられておらず、身体的苦痛や病状悪化 

を招く行為を強要する。 

・介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。 

・車椅子やベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。 

・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる。 

・家族からの要望等で、高齢者の自宅に外鍵をかけて外出できないようにする。 

・通所サービスの送迎時に、無理やり車両に乗降させる。身体を強く引っ張る。など 

③「緊急やむを得ない」場合以外の身体的拘束等 

 

Ⅱ 介護・世話の放棄・放任                           

①必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる 

行為 

・入浴しておらず異臭がする。髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破れた服 

を着せている等、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。 

・褥瘡（床ずれ）ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。 

・オムツが汚れている状態を日常的に放置している。 

・健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。 

・健康状態の悪化をきたすような環境（暑すぎる、寒すぎる等）に長時間置かせる。 
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・室内にゴミが放置されている。ネズミやゴキブリがいるなど劣悪な環境に置か 

せる。など 

②高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為 

・医療が必要な状況にもかかわらず、受診させない。あるいは救急対応を行わない。 

・処方通りの服薬をさせない。副作用が生じているのに放置している。 

処方通りの治療食を食べさせない。 

・介護提供事業者等からの報告・連絡等を受けていたにもかかわらず、高齢者の状態 

変化に伴う介護計画等の見直しを怠る。など 

③必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為 

・ナースコール等を使用させない。手の届かないところに置く。 

・必要なめがね、義歯、補聴器等があっても使用させない。など 

④高齢者の権利を無視した行為またはその行為の放置 

・他の利用者に暴力を振るう高齢者に対して、何ら予防的手立てをしていない。 

・高齢者の呼びかけに対し「ちょっと待ってね。」と言い、その後の対応をしない。 

・必要なセンサーの電源を切る。など 

⑤その他職務上の義務を著しく怠ること 

・施設管理者や主任等が虐待の通報義務や虐待防止措置義務を怠る。など 

 

Ⅲ 心理的虐待                                 

①威嚇的な発言、態度 

・怒鳴る。ののしる。 

・「ここ（施設・居宅）にいられなくしてやる。」、「追い出すぞ。」などと言い 

脅す。など 

②侮辱的な発言、態度 

・排せつの失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑する。 

・日常的にからかったり、「死ね。」など侮辱的なことを言う。 

・排せつ介助の際、「くさい。」、「汚い。」などと言う。 

・子ども扱いするような呼称で呼ぶ。 

・本人の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行う。など 
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③高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度 

・「意味もなくコールを押さないで。」、「なんでこんなことができないの。」など

と言う。 

・他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。 

・話しかけ、ナースコール等を無視する。 

・高齢者が大切にしているものを乱暴に扱う。壊す。捨てる。 

・高齢者がしたくてもできないことを当てつけにやって見せる。（他の利用者に 

やらせる。）など 

④高齢者の意欲や自立心を低下させる行為 

・トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状況を無視して 

オムツを使う。 

・自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して 

食事の全介助をする。など 

⑤心理的に高齢者を不当に孤立させる行為 

・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。 

・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。 

・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。など 

⑥その他 

・車椅子での移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖心を与える。 

・自分の信仰している宗教に加入するよう強制する。 

・入所者の顔に落書きをして、それをカメラ等で撮影し、他の職員に見せる。 

・本人の意思に反した異性介助を繰り返す。 

・浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。など 

 

Ⅳ 性的虐待                                  

①本人への性的な行為の強要または性的羞恥心をもよおす、あらゆる形態の行為 

・性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する。 

・性的な話しを強要する（無理やり聞かせる。無理やり話させる。）。 

・わいせつな映像や写真を見せる。 
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・本人を裸にする。又はわいせつな行為をさせ、映像や写真を撮る。 

撮影したものを他人に見せる。 

・排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にしたり、 

下着のままで放置する。 

・人前で排せつをさせたり、オムツを交換したりする。またその場面を見せない 

ための配慮をしない。など 

 

Ⅴ 経済的虐待                                 

①本人の合意なしに（※２）、または判断能力の減退に乗じ、本人の金銭や財産を                                                          

本人以外のために消費すること。あるいは、本人の生活に必要な金銭の使用や本人 

の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 

・事務所に金銭を寄付や贈与するよう強要する。 

・金銭・財産等の着服や窃盗等（高齢者のお金を盗む。無断で使う。処分する。 

無断流用する。おつりを渡さない。）。 

・立場を利用して、「お金を貸してほしい。」と頼み、借りる。 

・日常的に使用するお金を不当に制限する。生活に必要なお金を渡さない。など 

 

 

（※１）身体的虐待における暴力的行為とは、刑法上の「暴行」と同様、高齢者の身体に接触しなくても、 

高齢者に向かって危険な行為や身体になんらかの影響を与える行為があれば、身体的虐待と認定 

することができる。 

「暴力とは人に向かって不法なる物理的勢力を発揮することで、その物理的力が人の身体に接触する 

ことは必要でない。例えば、人に向かって石を投げ又は棒を打ち下せば、仮に石や棒が相手方の身体 

に触れなくても暴行罪は成立する。」（東京高裁判決昭和２５年６月１０日） 

 

（※２）本人の合意の有無については、認知症などで金銭管理状況や使途について理解の上で同意する能力 

がない場合や、養護者又は親族との関係性・従属性や従来の世帯の状況から、異議を言えず半ば強要 

されている場合等がありますので、慎重な判断が必要です。 

 

参考：社団法人 日本社会福祉士会、市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による 

   高齢者虐待対応の手引き、２０１２、P５-7.を基に 
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３）身体的拘束等に対する考え方 

 

「身体拘束とは、本人の行動の自由を制限すること」（※１）です。本人以外の者が 

本人の行動を制限することは、当然してはならないことです。 

介護保険法及び老人福祉法に基づいた施設等では、「当該入所者又は他の入所者等の 

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の 

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない」（※２） 

と定義しており、身体的拘束等を原則禁止しています。 

養介護施設従事者等や養護者等からの身体的拘束等は、本人の権利を侵害し、生命、 

健康、生活が損なわれるような状態に置くことであり、許されるものではありません。 

 

(※１)引用：厚生労働省老健局「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」 

令和７年３月、P5. 

（※２）参考：厚生労働省老健局「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」 

（令和６年５月２３日老発０５２３第１号） 

「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」 

（平成１１年３月３１日厚生省令第３９号） 

 

 身体的拘束等の具体例として、次のような行為があげられますが、これらの１１項目 

はあくまでも例示であり、他にも身体的拘束等に該当する行為があることに注意する 

必要があります。 
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身体的拘束等の具体例 

 

①ひとり歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらない 

ように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型抑制帯 

や腰ベルト、車いすテーブルをつける。 

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪自分の意思で開けることができない居室等に隔離する。 

 

出典：厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議 身体拘束ゼロへの手引き（一部改変）2001、Ｐ.7 

 

身体的拘束等は、医療や介護の現場では援助技術の一つとして安全を確保する観点 

からやむを得ないものとして行われきた経緯がありますが、これらの行為は、高齢者 

に不安や怒り、屈辱、あきらめといった大きな精神的な苦痛を与えるとともに、関節 

の拘縮や筋力の低下など高齢者の身体的な機能をも奪ってしまう危険性もあることに 

加え、拘束されている高齢者を見た家族にも混乱や苦悩、後悔を与えている実態が 

あります。 
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拘束が拘束を生む「悪循環」 

 

  身体拘束による「悪循環」を認識する必要がある。認知症があり体力も低下して 

 いる高齢者を拘束すれば、ますます体力は衰え、認知症が進む。その結果、せん妄 

や転倒などの二次的、三次的な障害が生じ、その対応のためにさらに拘束を必要と 

する状況が生み出されるのである。 

 最初は「一時的」として始めた身体拘束が、時間の経過とともに、「常時」の 

拘束となってしまい、そして、場合によっては身体機能の低下とともに高齢者の 

死期を早める結果にもつながりかねない。 

 身体拘束の廃止は、この「悪循環」を、高齢者の自立促進を図る「よい循環」に 

変えることを意味しているのである。 

 

出典：厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議 身体拘束ゼロへの手引き（一部改変）2001、Ｐ.7 

 

 「緊急やむを得ない場合」とは、あくまで当該入所者（利用者）または他の入所者（利 

用者）等の生命または身体を保護する場合に限られ、介護職員等の従業者の不足等、介護 

保険施設等の側の理由は排除されています。本人以外の者が本人に対して、非常に強い 

権限を行使する重みを理解し、本人の尊厳を守るために、「適正な手続き」を極めて慎重 

に行い、緊急やむを得ない場合の要件に該当しなくなった場合等に直ちに解除する必要が 

あります。＊ 

＊参考：厚生労働省老健局総務課介護保険指導室「介護保険施設等運営指導マニュアル」 

（令和６年７月３０日老発０７３０第１号 

 

 緊急やむを得ない場合の「適正な手続き」には、本人等のアセスメントを十分に行い、 

施設・事業所の組織及び本人・家族・関係者などで、切迫性、非代替性、一時性の三つの 

要件を満たすかどうか等を慎重に協議し、本人や家族に対して、身体的拘束等の内容、 

目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を詳細に説明し、十分な理解を得る努力が求め 

られます。そして、緊急やむを得ない場合の要件に該当しなくなった場合等には直ちに 

解除する必要があります。直ちに解除するには、一時的に解除して、本人の状態を観察 

し、身体的拘束等の継続が本当に必要なのか、常に観察、再検討を行っていく必要があり 
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ます。これらの手続きについては、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び 

に緊急やむを得ない理由等を記録し、２年間保存することが必要です。 

 

「緊急やむを得ない場合」に検討する三要件（全て満たすことが必要） 

 

〇切迫性 ：本人又は他の入所者（利用者）等の生命又は身体が危険にさらされる 

可能性が著しく高いこと 

〇非代替性：身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと 

〇一時性 ：身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

 

 

緊急やむを得ない場合の身体的拘束について、本人や家族へ説明し、十分な理解を得る 

ことは、単に同意書があればよいことではなく家族の希望があれば身体的拘束等を行う 

ことができるということでもありません。あくまでも、「緊急やむを得ない」場合である 

ことの客観的な判断が必要であり、しかも慎重かつ十分な手続きのもとでなされる必要が 

あります。緊急やむを得ない場合の身体的拘束等を行った場合においては、速やかに解除 

に向けて取り組む必要があります。 

 これらの「緊急やむを得ない場合」の「適正な手続き」を経ていない身体的拘束等は、 

原則として高齢者虐待に該当する行為と考えられます。 

 

 令和６年度の介護報酬改定に伴う基準省令改正にて、身体的拘束等の更なる適正化を 

図る観点から、これまで規定のなかった訪問・通所系サービスにも、入所者（利用者） 

または他の入所者（利用者）等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を 

除き、身体的拘束等を行ってはならず、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間 

その際の入所者（利用者）の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することの 

規定を設け、全ての介護サービス事業者において、身体的拘束等は原則として禁止しま 

した。 
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身体的拘束等に関する運営基準等（指定介護老人福祉施設の場合） 

 

 〇厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号） 

 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第１１条第５項及び第６項又は 

第４２条第７項及び第８項に規定する基準に適合していること。」 

 

 〇指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日 

厚生省令第３９号）（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

 第１１条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減 

又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切 

に行わなければならない。 

１～３（略） 

  ４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者 

又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束 

その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

  ５ 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その 

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

  ６ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ 

ればならない。 

   一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報 

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。） 

を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に 

周知徹底を図ること。 

   二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

   三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施 

すること。 

※ 第１１条第６項第４号から第６号については、介護老人保健施設、介護医療院、短期 

入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、 

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、 

看護小規模多機能型居宅介護についても同様の内容である。 
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 〇指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１２年３月 

１７日老企第４３号） 

 第四 運営に関する基準 

 １～８（略） 

  ９ 指定介護福祉施設サービスの取扱方針 

  （１） （略） 

  （２）同条第四項及び第五項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため 

    緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に 

    身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況 

    並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

     なお、基準省令第三十七条第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保存しなければ 

    ならない。 

 

 

 また、施設系・居住系に加え短期入所系・多機能系サービスにも身体的拘束等の更なる 

適正化を図る観点から、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、 

指針の整備、研修の定期的な実施（以下、「身体的拘束等の適正化のための措置」とい 

う。）措置を講じることとしました。当該措置は、身体的拘束等を行っていなくても講じ

ることが義務付けられています。 

 

 なお、身体的拘束等を行う場合におけるその態様及び時間、その際の入所者（利用者） 

または他の入所者（利用者）等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない理由の 

の記録がない場合、または身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合に 

基本報酬を減算する身体拘束廃止未実施減算を導入しています。 
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身体拘束廃止未実施減算について 

 

■ 施設系サービス、居住系サービス（平成３０年度介護報酬改定にて減算率の見直し） 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、 

所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

■ 短期入所系サービス、多機能系サービス（令和６年度介護報酬改定にて新設） 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、 

所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

  

（参考）身体的拘束等の適正化のための措置 

① 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況ならびに緊急 

やむを得ない理由を記録すること。 

② 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上に開催する 

とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

③ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

④ 従業者に対し、身体的拘束等の適正化ための研修を定期的に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


